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2021年度特定保健指導対象者の保健指導終了に向けてのお願い 

 

 

日頃より、当健康保険組合の事業運営につきましては、格別なご理解とご協力を賜り厚く御礼申しあげます。 

当健保では、毎年 10月末に厚生労働省に対し特定健診・特定保健指導の実績報告を行っております。 

特定保健指導においては、指導を終了していながらヘルスアップ F@mily への最終入力モレが原因で実績に

反映されないケースが見受けられたことから、毎年、各事業所の医療職へ最終入力の確認をご依頼して、 

実施率向上へつなげております。 

今回は 2021年度実施分の実績報告となりますが、5月に引続き、貴方医療職へヘルスアップ F@milyへの 

指導記録の最終入力と最終確認について、当方から 9月初旬より順次依頼しますのでご承知おきください。 

（別途、対象者リストを医療職へ提供いたします） 

 

引き続き特定保健指導の実施率向上にご協力いただきますようよろしくお願い申しあげます。 

 

なお、2021年度の特定保健指導費用補助請求書の提出期限は、本年 4月に制度の改定を行いました 

ことから、例年 7月末としていた提出期限を 12月 9日（金）まで延伸しておりますので、計画的に使用 

ください。（詳細は別途ご案内） 

 

以 上 
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